






幹 部 会 報 告 事 項 
令和 8 年 6 月 8 日 
環 境 局 

事項 市役所本庁舎駐車場の電気自動車（EV）等用充電設備の運用開始について 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 

容 

 

１ 概要 

  環境局では、大気環境改善、温室効果ガス排出削減に向けて、ゼロエミッシ

ョン車及び電気自動車等用充電設備の普及を進めています。 

このたび、ユアスタンド株式会社（充電サービス事業者）と協定を締結し、

令和 8 年 6 月 11 日(木)より、市役所本庁舎において、来庁者用の充電サービ

スの提供を開始します。 

なお、市役所の閉庁時間は本市公用車を充電する「シェア型」としても活用

し、効率的な運用を目指します。 

 

２ 充電サービスの概要  

設置場所 市役所本庁舎 駐車場地上部（健康管理センター西側） 

充電設備の概要 普通充電設備 2 基（2口）[6kW×1、3kW×1] 

充電料金 

（税込み） 

250 円/時間（6kW）、125 円/時間（3kW） 

・二次元コード決済、クレジットカード決済での支払い

（現金不可）。 

利用可能日時 

市役所開庁日の 9～17 時（1車両あたり 1時間を上限と

する） 

・市役所開庁日の 17 時から翌日の 9時及び閉庁日は、

公用車が利用。 

  

３ 充電デモンストレーション  

充電設備の運用開始にあたり、充電のデモンストレーションを下記の日程

で行います。 

  日時：令和 8年 6月 11 日（木曜日） 15 時 00 分から 15 時 30 分まで  

備考 本件は、6月 4日（木）に市政記者クラブへ資料提供しました。 

（地域環境対策部大気環境対策課 内線 2682） 



幹 部 会 報 告 事 項 
令和８年６月８日 

教 育 委 員 会 

事 

項 

名古屋市博物館プレオープン記念 

特別展「リトアニア―バルトの森に響く歌―」、特別展「名古屋には秀吉がおるでよ！

―秀吉と尾張の歴史―」の開催について 

内 
 
 
 
 
 

容 

１ 概  要 

（１）特別展 「リトアニア―バルトの森に響く歌―」 

バルト海沿岸に位置するリトアニア共和国は、名古屋で少年時代をすごした外交

官・杉原千畝が、ユダヤ難民に「命のビザ」を発給した地です。杉原が結んだ縁に導

かれ、当館はリトアニア国立博物館と交流を重ね、昨年8月に友好館協定を結びまし

た。同館の全面的な協力のもと、リトアニア文化の根底にある「森」と「歌」をテー

マに、色彩豊かな民族衣装や神秘的な意匠の工芸品などを通して、同国の歴史と文化

を紹介します。自然を慈しみ、歌を力に変えてきた人びとの、豊かな文化に触れてみ

ませんか。 

 

（２）特別展「名古屋には秀吉がおるでよ！―秀吉と尾張の歴史―」 

一代で天下人となった豊臣秀吉。その波乱に満ちた人生は、広く知られています。

秀吉の出生地は現在の名古屋市中村区と言われますが、尾張と秀吉との関係はそれだ

けではありません。彼は若くして故郷を離れますが、尾張を政治的に重要視し、特に

天下統一後から関係を深めていきました。名古屋を中心とする尾張に残る伝説や伝承

地は、そのつながりを今に伝えています。本展では、これまであまり注目されてこな

かったふるさと尾張との関係を軸に、秀吉の生涯をたどります。 

 

２ 会  期  令和 8年 9 月 5 日（土）～11 月 1 日（日） （開催日数 49 日） 

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、 

第 4火曜日（祝日を除く） 

 

３  主  催  名古屋市博物館、リトアニア国立博物館、中日新聞社、 

東海テレビ放送、ＣＢＣテレビ、テレビ愛知、ＮＨＫ名古屋放送局、 

ＮＨＫエンタープライズ中部 

 

４ 観 覧 料  一般 1,400 円（1,200 円）高大生 1,100 円（900 円）中学生以下無料 

        （ ）内は前売・20 名以上の団体料金。 

        1 枚の観覧券で 2つの展覧会がご覧いただけます。 

 

５ 展示のみどころ 

（１）特別展 「リトアニア―バルトの森に響く歌―」 

ア 日本初の本格的な展覧会 

ほぼ全点、日本初公開！森と暮らす日常生活、歌と踊りに彩られた祝祭、苦難

の末に自由と独立を勝ち取った歴史という３つの視点から、リトアニアの歴史と

文化を、日本で初めて本格的に紹介します。 

 



内 
 
 
 
 
 

容 

 

イ リトアニアの文化を体感 

リトアニアの伝統楽器「カンクレス」に触れたり、民族衣装を試着したりする

ことができます。わら細工「ソダス」を作るワークショップやリトアニア料理教

室など、五感を通してリトアニア文化を体験するイベントを開催します。 

ウ 杉原千畝の功績にふれる 

杉原千畝は愛知県立第五中学校（現瑞陵高校、瑞穂区）の出身です。杉原が赴

任した旧在リトアニア日本領事館（カウナス市）を保存する杉原記念館の協力の

もと、ビザに捺された領事館印を再現したスタンプを捺す体験コーナーなどを設

けます。 

 

（２）特別展「名古屋には秀吉がおるでよ！―秀吉と尾張の歴史―」 

ア 秀吉と名古屋の関係を貴重な資料から探る 

豊臣秀吉と、彼のふるさとである尾張・名古屋の関わりに着目した、これまで

にない展覧会です。また秀吉のみならず、豊臣家一族に伝わった貴重な資料を通

して一族の動向についてもご紹介。ドラマで話題の秀長もおるでよ！ 

イ 体験してみよう！ 

本物の火縄銃、レプリカの天正大判にふれることができる体験展示や、戦国時

代をテーマとしたカードゲームをご用意しました。会期中いつでもご体験いただ

けます。 

ウ 語り継がれる秀吉 

秀吉にゆかりのある地や伝説は、現在でも名古屋市内や周辺に数多く残されて

います。それらの伝承地や、名古屋市秀吉清正記念館をはじめとする関連施設を

紹介し、歴史を身近に感じていただくきっかけとします。 

 

６ 目標入場者数  １１０，０００人 

 

備 
考 

本件は、令和 8年 6月 1日に、市政記者クラブへ資料提供済みです。 

（博物館 電話８５３－２６５５） 







幹 部 会 報 告 事 項 
令和 8 年 6 月 8 日 
総 務 局 

事
項 名古屋市民向け開閉会式チケット抽選販売について 

内
容 

2026 年の 9 月と 10 月に開催される第 20 回アジア競技大会および第 5 回アジ
アパラ競技大会の開会式・閉会式のチケットについて、名古屋市民を対象に抽選
販売を実施します。 

１ 対象者 
申込時点で、名古屋市内にお住まいの方（最大 2 名まで申込可） 

２ 対象チケット 
（１）対象セッション 

アジア競技大会 開会式・閉会式 
アジアパラ競技大会 開会式・閉会式 

（２）対象席種及び料金 
  全セッション いずれも D 席 

・アジア競技大会 
   【開会式】7,500 円 【閉会式】5,000 円 

・アジアパラ競技大会 
【開会式】5,500 円 【閉会式】3,500 円 

※子ども料金・障害者料金の適用あり 
※車いす席は各セッション若干数あり 

３ チケット枚数 
 各セッション 250 枚  計 1,000 枚 

４ 申込期間 
 5 月 27 日（水）から 6 月 15 日（月） 

５ 申込方法 
 名古屋市民向け開閉会式チケット抽選申込サイトから申込。 

（URL：https://va.pia.jp/index.jsp?slcd=VQ409&n=1029262505） 

備
考 本件は、5 月 27 日に、市政記者クラブへ資料提供しました。 

（アジア・アジアパラ競技大会推進課 内線 4620） 

https://va.pia.jp/index.jsp?slcd=VQ409&n=1029262505


幹 部 会 報 告 事 項 
令和 8 年 6 月 8 日 

環 境 局 

健 康 福 祉 局 
 

事 
項 外出時の熱中症予防に活用できるスポットについて 

 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
容 
 
 
 
 

１ 趣  旨 

気象庁は向こう３か月の気温（６～８月）は全国的に平年より高い見込みを

示している。熱中症による救急搬送数が増加しており、特に梅雨明け頃から急

増する傾向にあることから、市民が外出時の熱中症予防行動をとるために活用

できるスポットを案内する。 

 

２ 内  容 

（１）避暑やすみスポットの活用 

避暑やすみスポットとは、猛暑期の熱中症予防として市民が一時的に休息で

きる場所として、令和 8年度は 4月 22 日から 10 月 21 日のうち、各施設のご協

力いただける期間に、場所の提供を依頼し、自主的に運営をお願いするもの。 

 

（２）無料給水スポットの活用 

市内では、公共施設や商業施設等において、マイボトルに対応した無料給水

スポットが設置されており、これらを活用することで、外出先でも手軽に水分

補給を行うことができるとともに、ペットボトル等の使い捨てプラスチックの

削減にもつながるもの。 

 

３ 周知啓発 

（１）避暑やすみスポットは、Google マップ上表記したものを市公式ウェブサ

イトに一覧表と共に掲載し、活用を促進している。 

 

（２）名古屋市サーキュラーエコノミーポータルサイト「なごくる」において、

市内の無料給水スポットを掲載しているほか、近くの給水場所を地図で探す

ことができる無料アプリ「mymizu」の活用を促進している。 

 

（３）熱中症予防の対策として、熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報が発

表された際には、名古屋市公式 LINE や Yahoo！くらし等で情報提供を行って

いる。 

 

 

備

考 
6 月 17 日 市長定例記者会見 
4 月 22 日 避暑やすみスポットについては市政記者クラブへ資料提供済み 

（無料給水スポットについて 環境局資源循環部資源循環企画課 972-2398） 

（熱中症予防について 健康福祉局健康部健康増進課 972-2627） 







幹部会報告事項 

令和８年６月８日 

子ども青少年局 

事
項 

名古屋市公立保育所のあり方に関する基本方針に対するパブリックコメントの

実施について 

内 
 

 

容 

 

１ 趣旨 

  子どもや子育て家庭を取り巻く環境の変化、国の動向を踏まえ、本市に

おける公立保育所が果たすべき役割と今後の方向性を示すことを目的とし

て、「名古屋市公立保育所のあり方に関する基本方針」(案)を作成しまし

たので、市民の皆様からご意見を募集するためのパブリックコメントを実

施します。 

 

２ 資料 

  別添のとおり 

 

３ 募集期間 

  令和 8 年 6 月 11 日（木）～令和 8 年 7 月 10 日（金）まで 

 

４ 閲覧・配布場所 

・市民情報センター 

・各区役所情報コーナー・支所 

・市公式ウェブサイト 

（https://www.city.nagoya.jp/shisei/kouchou/1028305/1028307/1049260.html ）

など 

 

５ 意見提出方法 

意見提出用紙（任意様式可）に必要事項記入の上、郵送、ファクス、 

電子メール、直接持参、意見提出用フォーム（https://logoform.jp/form/ 

mX9C/1599182）のいずれかの方法により提出 

 

 

備
考 

本件は、令和8年6月11日に市政記者クラブへ資料提供する予定です。 

（子ども青少年局保育運営課 内線2525） 

https://www.city.nagoya.jp/shisei/kouchou/1028305/1028307/1049260.html
https://logoform.jp/form/


（
別
添
）





幹 部 会 報 告 事 項 
令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 
上 下 水 道 局  

事項 令和８年度「木曽川さんありがとう」の実施について 

内

容 

 

１ 趣旨   

なごやの水源地である木曽川上流で、水源地保全活動を行うイベント「木曽

川さんありがとう」を開催します。 

このイベントを通じて、良質で豊かな水資源確保のためには水源地域の人々

の貢献があることを知っていただくとともに、豊かな水を育んできた自然や土

壌に触れることで水循環や水環境についての考えを一層深めていただきます。 

 

２ 日時   

令和８年７月 18 日（土） 

午前７時 30 分から午後７時 30 分まで 
 

３ 場所 

  長野県木曽郡木祖村 
 

４ 主な内容 
味噌川ダム及び木曽川源流ふれあい館の見学 

   水木沢天然林散策、森林保全活動（木片チップまき） 

   ※雨天時は内容を変更して実施する場合があります。 
 

５ 募集人数及び対象 

40 名 

名古屋市上下水道局の給水区域内にお住まいの方 

※小学生以上（小中学生は保護者同伴） 

 

６ 応募方法 

局公式ウェブサイト、または往復はがきから（6月 18 日（木）必着） 
（https://www.water.city.nagoya.jp/category/eventoshirase/163204.html） 

 

 

備考 本件は、令和８年５月 29 日（金）に市政記者クラブへ資料提供しました。 

（企画経理部広報サービス課 内線３６０８） 

味噌川ダム 木片チップまき 

https://www.water.city.nagoya.jp/category/eventoshirase/163204.html


幹 部 会 報 告 事 項 
令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 
上 下 水 道 局  

事項 令和８年度「水源地探検隊」の実施について 

内

容 

 

１ 趣旨 

本市給水区域に在住の子どもたちに水源地の自然の豊かさや保全の大切さを

学んでもらい、流域全体で水源地を守っていく意識を醸成することを目的として

「水源地探検隊」を開催します。 

 

２ 日時   

令和８年８月７日（金）  

午前７時 45 分から午後６時 30 分まで 

 

３ 場所   

徳山ダム周辺（岐阜県揖斐郡揖斐川町） 

 

４ 主な内容 

徳山ダムの見学 

水源地の自然学習教室 

親水体験（川渡り体験や川流れ体験） 

※天候等により内容を変更する場合あり 

 

５ 募集人数及び対象 

60 名 

本市給水区域に在住の小学生と保護者（１組４名まで） 

※保護者は最大２名まで、小学生未満は参加不可 

※応募者多数の場合は抽選 

 

６ 応募方法  

局公式ウェブサイト、または往復はがきから（6月 30 日（火）必着） 

（https://www.water.city.nagoya.jp/category/eventoshirase/163128.html ）                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 本件は、令和８年５月 29 日（金）に市政記者クラブへ資料提供しました。 

（計画部水道計画課 内線３６５５） 

水源地自然教室の様子 親水体験の様子 徳山ダム 

https://www.water.city.nagoya.jp/category/eventoshirase/163128.html


幹部会報告事項 

令和８年６月８日 

教 育 委 員 会 

事
項 

第２期名古屋市立幼稚園の今後のあり方に関する実施計画（案）に対するパブ

リックコメントの実施について 

内 
 

 

容 

 

１ 趣旨 

  本市全体の幼児教育の充実を図るために必要な機能の強化や体制の整備を

進めるとともに、市立幼稚園の再編を含めた取組を計画的に推進することを

目的として、「第２期名古屋市立幼稚園の今後のあり方に関する実施計画」

(案)を作成しましたので、市民の皆様からご意見を募集するためのパブリッ

クコメントを実施します。 

 

２ 資料 

  別添のとおり 

 

３ 募集期間 

  令和 8 年 6 月 11 日（木）～令和 8 年 7 月 10 日（金）まで 

 

４ 閲覧・配布場所 

・市民情報センター 

・各区役所情報コーナー・支所 

・各図書館 

・市公式ウェブサイト（https://www.city.nagoya.jp/shisei/kouchou/ 

1028305/1028307/1049138.html）など 

 

５ 意見提出方法 

意見提出用紙（任意様式可）に必要事項記入の上、郵送、ファクス、 

電子メール、直接持参、意見提出用フォーム（https://logoform.jp/form/ 

mX9C/1593676）のいずれかの方法により提出 

 

備
考 

本件は、令和8年6月11日（木）に市政記者クラブへ資料提供予定です。 

（教育委員会教育環境整備課 内線3226） 

https://www.city.nagoya.jp/shisei/kouchou/
https://logoform.jp/form/


 Ⅳ

 

 

 

 

 

◆位置づけ 
本計画は「 基本方針」 に掲げた今後の市立幼稚園のあり 方を  

実現し 運用し ていく ために定めま す。  

ま た「 ナゴ ヤ学びのコ ンパス 」 等と 整合性を 図っ ていく と と も に、

「 名古屋市公立保育所のあ り 方に関する 基本方針」 と 密に連携し 、  

運用し ていき ま す。  

・ 存続する 市立幼稚園 ➤10園 

・ 新設する 幼保連携型認定こ ど も 園 ➤５ 園 

・ 閉園する 市立幼稚園 ➤５ 園 

  楠 西（ 北区）、 常 磐（ 中川区）、  

桶狭間（ 緑区）、 神の倉（ 緑区）、  

梅森坂（ 名東区）  

◆再編の方向性 
・ 幼児人口の減少傾向や保護者の保育ニーズの高ま り 等を 踏ま え、 市立幼稚園は 

 一定数閉園し ま す。  

・ 市立幼稚園において長 年にわたり 蓄積し てき た研究成果や経験等を 活かし 、  

本市の幼児教育・ 保育の質の維持・ 向上に貢献する ため、 市立幼稚園は一定数 

存続さ せま す。  

・ 子ど も 青少年局と の連携・ 協働によ り 、 公立保育所と の統合を 行い、  

公立幼保連携型認定こ ど も 園を 新設し ま す。  

・ 公立幼保連携型認定こ ど も 園の整備によ り 、 ０ 歳児から 小学校就学前ま で連続・  

一貫し た質の高い幼児教育・ 保育を 提供し ま す。  

・ 公立施設間での人材交流によ り 、 人材育成・ 資質向上を 進め、 市全体の幼児教育 

・ 保育の質の向上につなげま す。  

市立幼稚園は一定数閉園し た上で、  

残る 市立幼稚園は「 市立幼稚園」 と 、  

公立保育所と の統合によ る  

「 公立幼保連携型認定こ ど も 園」 に再編し ま す 

 

◆第２ 期実施計画の運用及び検証 
・ 本計画は、 今後10年間に行う 取り 組みや再編について策定し ていま すが、 今後の本市の 

幼児人口の減少や社会状況の変化等も 考えら れる ため、 本計画の実施期間中において、  

概ね５ 年を 目途に検証し 見直し を 行いま す。  

・ 公立幼保連携型認定こ ど も 園については、 基幹園と し ての整備方針や、 移行によ る 効果、  

課題等を 比較、 検証し て市立幼稚園と 公立保育所と の統合を 検討し ま す。   

・ 本計画期間の終了前に改めて本計画の実施状況を 検証し 、 公立幼児教育・ 保育施設の 

あり 方を 再定義し ていく と と も に、 幼保一元化を 更に進めていく 観点から 公立保育所の 

基本方針・ 市立幼稚園の実施計画の統合についても 検討し ていき ま す。  

◆計画期間 
令和９ 年度から  

令和18 年度ま で 

（ 10 年間）  



  

Ⅲ  

 

Ⅰ  

◆社会環境の変化等 
・ 国において、 幼稚園・ 保育所・ 幼保連携型認定こ ど も 園の３ 要領・ 指針で「 幼児期において育みたい資質・ 能力」  

や「 幼児期の終わり ま でに育っ てほし い姿」 の共通化が図ら れま し た。  

・ 幼児期から の質の高い教育・ 保育を 充実さ せる こ と は、 子ど も の望ま し い発達やその後の学びにつながる ため、  

 幼児教育の重要性は一層高ま っ ていま す。  

・ 医療技術の進歩に伴う 医療的ケア児の増加や幼児教育と 小学校教育の円滑な接続等新たなニーズへの対応が必要です。  

・ 行財政改革の推進や施設の老朽化への対応等の課題に対し て、 子ど も にと っ て望ま し い教育環境を 維持し ながら 、  

持続可能な幼児教育・ 保育の提供体制を 整えていく 必要があり ま す。  

◆市立幼稚園の現状・ 課題 
・ 社会状況や保護者ニーズの変化に十分対応でき ておら ず、 全ての園において定員割れの状態が続いていま す。  

・ 幼稚園における 預かり 保育事業の実施等、 幼稚園に求めら れる 役割は保育所等の役割と 重なり つつあり ま す。  

◆機能強化 
・ 幼児教育コ ーディ ネータ ー（ 仮称） の配置 

・ 預かり 保育によ る 子育て支援 

・ 満3歳児の受け入れ 

◆引き 続き  

 果たす役割 

◆公立幼保連携型認定こ ども 園（ 基幹園） の新設 

 

 
《 趣旨》  

・ 市立幼稚園と 公立保育所の統合によ り 、  

公立の幼保連携型認定こ ど も 園を 整備し ま す。  

・ 本市が目指す幼児教育・ 保育を 体現し 、 地域の幼児教育 

 ・ 保育施設の拠点的位置づけと なる こ と で、 基幹園と  

し ての役割を 担いま す。  

 

《 主な役割》  

・ 保育所と 幼稚園の機能を 一体化し 、 乳幼児期から 小学校 

就学前ま で一貫し た質の高い教育・ 保育を 提供し ま す。  

・ エリ ア支援機能を 移行し 、 保育の質の向上と 子育て支援 

 を 強化する と と も に、 多様なニーズに応える ため 

 イ ンク ルーシブ教育・ 保育の研究・ 実践を 進めま す。  

・ 災害発生等の緊急時において、 保育の継続等にも 対応 

 でき る よ う 、 災害の被災地域や風水害・ 震災等の状況 

 に応じ た保育を 提供し ま す。  

・ 本市の幼児教育・ 質の向上              ・ 人材育成  

・ 小学校以降の教育と の円滑な接続の推進        ・ 情報発信 

・ 全ての幼児に対する 質の高い幼児教育の機会の保障 

◆幼児教育・ 保育支援センタ ー 

（ 仮称） の設置 
 
《 趣旨》  

「 幼児教育支援室」 の機能強化を 図り 、

本市の幼児教育・ 保育の質の向上を 図る

拠点と し て「 幼児教育・ 保育支援センタ

ー（ 仮称）」 を 設置し 、 全ての子ど も た

ちに質の高い乳幼児期及び幼保小接続期

の教育・ 保育の提供を 目指し ま す。  

 

《 取組内容》  

・ 名古屋市幼児教育・ 保育指針（ 仮称）  

の策定 

・ 地域への支援 

・ 人材育成 

・ 調査研究 

・ 幼保小連携・ 接続の促進 

・ 情報発信 

◆名古屋市幼児教育・  

保育指針（ 仮称）  
の策定 

 
《 趣旨》  

子ど も の育ちを 支える 質の 

高い幼児教育・ 保育を 提供 

する ため、 横の連携と 縦の 

接続を 両輪と し て、 国の 

３ 要領・ 指針等の動向を 踏ま

え、 本市が目指す幼児教育・

保育の姿を 明確にし 、 質の 

向上に向けた基本的な考え方

を 示し ま す。  

 

指針は、 幼児教育・ 保育支援 

セン タ ー（ 仮称） が中心と  

なり 、 公私幼保の関係団体及

び学校関係者が参画し て策定

し ま す。  

国の動向や今日的課題を 踏ま えた教育実践や研究成果を 発信する  

こ と によ り 、 施設類型を 問わず全ての幼児教育・ 保育施設等に 

還元し 、 新設する 公立幼保連携型認定こ ど も 園と と も に、  

本市全体の幼児教育・ 保育の充実を 図る 役割を 担いま す。  

Ⅱ   

◆公立幼児教育・ 保育施設に求めら れている こ と  
 

・ 本市が目指す幼児教育・ 保育の姿を 明確化し ま す。  

・ 待機児童対策のための受入量の確保から 質の向上へ 

転換し ま す。  

・ 市立幼稚園と 公立保育所が連携し 、 本市の幼児教育・  

保育の質を 向上さ せる 体制を 構築し ま す。  

・ 多様化する 幼児教育・ 保育ニーズや今日的課題に対応 

し た施設を 整備し ていき ま す。  

◆幼児教育コ ーディ ネータ ー 

（ 仮称） の配置 

 

 
《 趣旨》  

幼児教育の現役実践者なら ではの 

視点で「 名古屋市幼児教育・  

保育指針（ 仮称）」 の普及啓発を  

図る と と も に、 派遣園の実情を  

踏ま えた実践的な助言・ 指導を  

行いま す。  

 

《 主な役割》  

・ 幼児教育の学びの場と し ての 

 市立幼稚園の常時公開 

・ 幼児教育・ 保育の質の向上に 

 向けた助言・ 指導 

・ 架け橋期のカリ キ ュ ラ ム の 

 実践支援 

・ 保育実技に関する 助言・ 指導 


